
 

 

別記第1号様式（第3条関係） 

（第1面） 

太陽光発電事業計画 

太陽光発電事業計画 備 考 

太
陽
光
発
電
事
業
実
施
予
定
者
䥹
認
定
太
陽
光
発
電
事
業
実
施
者
䥺

情
報 

氏名又は名称 GPSSホールディングス株式会社  

代表者 
役職 代表取締役 

 
氏名 目﨑 雅昭 

役員 

役職 代表取締役 

☑別紙あり 

氏名 倉田 隆広 

役職 取締役 

氏名 寺岡 達矢 

役職 取締役 

氏名 今井 光 

住所 
(〒105- 0014) 

東京都港区芝二丁目5番10号芝公園ＮDビル6階 
 

法定代理人 氏名 なし  

発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する有主又は出資の額の100
分の5以上の額に相当する出資をしている者の有無（太陽光発電事業実施
予定者(認定太陽光発電事業実施者)が法人である場合に記載すること。
） 

○有・無 ☑別紙あり 

太
陽
光
発
電
事
業
の
内
容
及
び 

実
施
時
期 

太陽光発電事業の名称 和歌山県伊都郡九度山町太陽光発電所  

太陽光発電事業の内容 
土地の造成、太陽光発電所の設置工事、運営、維持管理、

事業終了後の廃止 
□別紙あり 

太陽光発電設備の合計

出力 
832.5ｋＷ  

実施時期 

造成工事 2022年12月15日 から 2023年2月28日まで  

設置工事 2023年2月6日 から 2023年5月19日まで  

発電期間 2023年5月19日 から 2048年5月18まで  

事業廃止 2048年 12月 31日  

事業

区域 

所在地  和歌山県伊都郡九度山町大字河根字辻之内216-4 □別紙あり 

面積 
事業区域   9,926㎡ 

うち森林（工事前  6,648㎡   工事後   0㎡） 
 

太陽光発電事業の用に供する土地の造成の方法に関する事項 第2面のとおり 

太陽光発電の設置の方法に関する事項 第3面のとおり 

太陽光発電事業の維持管理の方法に関する事項 第4面のとおり 

太陽光発電事業の廃止の方法に関する事項 第5面のとおり 

太陽光発電事業を適正に行うために講ずる措置に関する事項その他の事項 第6面のとおり 



 

 

（第 2面） 

太陽光発電事業の用に供する土地の造成の方法に関する事項 

造成する土地の位置 和歌山県伊都郡九度山町大字河根字辻之内 216-4 
□ 別 紙 あ

り 

造成工事の内容 

図面参照 
☑別 紙 あ

り 

切土又は盛土をする土地の面積 盛土 2,896＋切土 7,030 ㎡ 

切 土 面 積

は「伐採・

除 草 エ リ

ア も 含 ま

れる」 

切土の土量 3,704ｍ3  

盛土の土量 3,846ｍ3  

造成工事の期間 2022 年 12 月 15 日から 2023 年 2月 28 日まで 
□ 別 紙 あ

り 

造成工事の工程 工程表参照 
☑別 紙 あ

り 

造成工事の施工前と

施工後の土地の形質

の変更の状況 

切土による発生土(岩質)、再生砕石材による盛土による追加・

変更、地盤改良 

□ 別 紙 あ

り 

工事 

施工者 

住所 東京都港区芝 2-5-10 芝公園 ND ビル 7階  

氏名等 GPSS エンジニアリング株式会社  

電話番号 03-6435-2391  



 

 

（第 3面） 

太陽光発電設備の設置の方法に関する事項 

太陽光発電設備の構造 図面参照 ☑別紙あり 

太陽光発電設備の合計

出力 
832.5ｋＷ  

太陽光発電設備の事業

区域内の位置 
 和歌山県伊都郡九度山町大字河根字辻之内216-4 □別紙あり 

太陽電池に係る事項 

製造事業者名 JASolar  

型式番号    JAM72D10-410/MB  

設置枚数 2430 枚  

太陽電池の 

合計出力 
    996.3 ｋＷ  

設置面積           4,921 ㎡  

角度 5,10,15 度  

パワーコンディショナ

ーに係る事項 

製造事業者名 SUNGROW  

型式番号 SG49.5CX－JP              

設置箇所数 16 箇所  

出力 
        49.8㎾×9台＋54.9㎾×7台 

※49.5KWを出力制御 
 

太陽光発電設備の設置

工事の内容 
図面参照 ☑別紙あり 

太陽光発電設備の設置

工事の期間 
2023 年 2月 6日 から 2023 年 5月 19 日まで  

太陽光発電設備の設置

工事の工程 
工程表参照 ☑別紙あり 

工事施工者 

住所 東京都港区芝2-5-10 芝公園NDビル7階  

氏名等 GPSSエンジニアリング株式会社  

電話番号 03-6435-2391  



 

 

（第 4面） 

太陽光発電事業の維持管理に関する事項 

発電期間 2023年5月19日 から 2048年5月18日まで  

周辺環境の保全のため

達成することとした環

境の構成要素に係る項

目、数値及び測定頻度 

環境影響調査書記載の通り  

事
業
区
域
及
び
太
陽
光
発
電

設
備
の
点
検 

点検の項目 電気検査、架台検査、目視点検 □別紙あり 

点検の頻度 電気検査及び架台検査は１年毎、目視点検は３ヶ月毎 □別紙あり 

点検予定業者

等 

住所 東京都港区芝2-5-10 芝公園NDビル7階  

氏名等 GPSSエンジニアリング株式会社        

電話番号 03-6435-2391  

事業区域の管理者 

住所 東京都港区芝2-5-10 芝公園NDビル7階  

氏名等 関口 忠晴             

電話番号 03-6435-2391  

管理内容 Ｏ＆Ｍ            

緊急時の連絡先 

住所 東京都港区芝2-5-10 芝公園NDビル7階  

氏名等 関口 忠晴   

電話番号 03-6435-2391  

その他の連絡先 

住所 東京都港区芝2-5-10 芝公園NDビル7階  

氏名等 関口 忠晴  

電話番号 03-6435-2391  



 

 

（第 5面） 

太陽光発電事業の廃止の方法に関する事項 

廃止予定年月日 2048年 12月 31日  

太陽光発電設備の解

体及び撤去に関する 

工事の内容 

建設リサイクル法に基づく建設副産物は適切に処理。 

基礎コンクリートは破砕の上処分。 

電材及び架台資材は再生資源として処分。 

太陽光モジュールは専門の処分場にて破砕の上資源をリサイク

ルする。 

 

廃棄物の処理方法 

「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン（

第二版） 平成 30 年環境省」に示されている図 4.4-1 に示すフ

ローを参考に実施する計画である。（フロー図は環境影響調査書

のP35参照） なお、リユース又はリサイクルが困難な廃プラは処

分する方針である。 

□別紙あり 

太陽光発電設備の撤

去後の土地の整備方

針 

更地にする予定だが、撤去時期における土地または周辺の状況を

鑑みた対応を行なう方針である。 
□別紙あり 

太陽光発電事業の廃

止に要する費用の見

積り 

約 7百万円 □別紙あり 

太陽光発電事業の廃

止に要する費用の確

保に関する方法 

資源エネルギー庁が公表している「廃棄等費用積立ガイドライン

（2021年9月公表）」を遵守した形で、自社で積立てまたは電力広

域的運営推進機関への預け入れを行なう方針である。 

PDF: 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/sai

ene/kaitori/dl/fit_2017/legal/haiki_hiyou.pdf 

□別紙あり 

  



 

 

（第 6面） 

太陽光発電事業を適正に行うために講ずる措置に関する事項その他の事項 

①太陽光発電事業の実施に伴う崖崩れ又は土砂

の流出による災害の発生を防止するために講

ずる措置の内容（事業区域内に森林がある場

合は、当該森林が現に有する公益的機能から

みて太陽光発電事業の実施により土砂の流出

、水害等が発生することを防止するために講

ずる措置の内容を含む。） 

本事業区域は砕石場跡地であり、地形、地質及び土

地の安全 性に影響を及ぼすような大規模な造成工

事は実施しない計画である。そのうえで、排水や土

砂流出に関しては、林発基準や和歌山県の降雨強度

、現地流域に即した防災小堤によるオンサイト調整

池の貯留量で計画して対策をしている。 

②太陽光発電設備の構造強度を保持するために

講ずる措置の内容 

「地上設置型太陽光発電システムの設計ガイドライ

ン 2019 年版」に従って安全性を担保して設計を

行います。 

【web 頁】

https://www.jpea.gr.jp/feature/design/ 

【ガイドライン】

https://www.nedo.go.jp/content/100895022.pdf 

③太陽光発電事業の実施に伴い生じる環境影響

に対して講ずる措置の内容 
環境影響調査書を参照 

④事業区域に係る景観計画に定める良好な景観

の形成のために講ずる措置の内容 

事業区域周辺の主要な眺望点からは眺望できないこ

とから影響は小さいと予測した。 環境保全措置につ

いては、和歌山県景観カイドラインに基づき、太陽

光パネルの 色彩などは、周辺の景観と調和した色彩

である黒色、濃紺色とし、低明度かつ低 彩度の目立

たないものを使用するなど、景観に配慮した環境保

全措置を計画した。 

⑤太陽光発電事業の実施に際して関係法令及び

関係法令に基づく命令、関係する府県の条例

及び当該条例に基づく命令並びに当該事業区

域を管轄する市町村の条例及び当該条例に基

づく命令の規定に違反しないために講ずる措

置の内容 

当該事業に関係する法令及び関連法令に基づく命令

に違反しないために、社内に関係法令を把握する担

当を配置し、関係官庁からの指示等に速やかに対処

できるよう処置します。 

⑥太陽光発電事業の実施と、県が定める基本計

画等その他太陽光発電事業に関係する計画及

び当該事業区域を管轄する市町村が定める太

陽光発電事業に関係する計画との整合性を確

保するために講ずる措置の内容 

第5次和歌山県環境基本計画との整合性を確保する

ために、環境との調和に配慮した設置場所の設定や

環境配慮、安全性の確保を行います。 



 

 

⑦反射光による周辺の生活環境への影響に係る

説明 
環境影響調査書を参照 

 



ＧＰＳＳホールディングス株式会社 

 株主名簿 

令和 4年 3月 31日 現在 

 

 

     ＧＰＳＳホールディングス株式会社 

  

代表取締役  目﨑 雅昭 

 

株主の氏名 住  所 所有株式数 株式の取得日 株券の表示 

目﨑 雅昭 神奈川県横浜市中区山手町 244 番地 17－ハ

イコート山手パレ 244 南館 101号 

960株 令和１年９月２日 不発行 

目﨑 優美子 神奈川県横浜市中区山手町 244 番地 17－ハ

イコート山手パレ 244 南館 101号 

480株 

 

令和１年９月２日 

 

不発行 

 

倉田 隆広 東京都千代田区神田猿楽町二丁目 4 番 11 号 

御茶ノ水ロイアルハイツ 606 号 

720株 令和１年９月２日 不発行 

倉田 隆広 

（信託財産に属する株式） 

東京都千代田区神田猿楽町二丁目 4番 11号 

御茶ノ水ロイアルハイツ 606号 

240株 令和３年１０月１日 不発行 

ＪＡ三井リース株式会社 

 

東京都中央区銀座 8-13-1 銀座三井ビルデ

ィング 

25株 令和２年３月３１日 不発行 

 



別紙 

太
陽
光
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事
業
実
施
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定
者
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認
定
太
陽
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発
電
事
業
実
施
者
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情
報 

氏名又は名称 GPSSホールディングス株式会社 

代表者 

役職 代表取締役 

氏名 目﨑 雅昭 

役職 代表取締役 

氏名 倉田 隆広 

役員 

役職 取締役 

氏名 寺岡 達矢 

役職 取締役 

氏名 今井 光 

役職 取締役 

氏名 門多 丈 

役職 取締役 

氏名 野宮 博 

役職 取締役 

氏名 五十嵐 康博 

役職 取締役 

氏名 宮本 修平 

役職 監視役 

氏名 松本 靖彦 



九度山辻之内太陽光発電所建設工事 計画工程

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

伐採工

造成工

小堤盛土工

入口部舗装工

受変電設備基礎工

フェンス工

杭工

架台工

モジュール設置工

監視システム工

検査・試運転

造
成
工

設
備
設
置
工

準備工

完工予定

週

2023年4月 2023年5月月 2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月

事業計画－別紙２











インターネット

による公表 ： https://gpssgroup.jp/news/

詳細資料公表

開発担当／手塚雄太　080-6266-5669

工事予定期間
造 成 工 事 ： 2023年1月～2023年3月（予定）

設 置 工 事 ： 2023年4月～2023年6月（予定）

期　間 ： 2022年10月14日～11月11日（予定）

場　所

※工事の進捗次第で期間が変更になる場合もございます。

工事エリア

● お 問 合 せ 先 ： SSIM株式会社（GPSSホールディングスグループ）

： 九度山町中央公民館1階（町役場隣り）

● 事 業 主 ： GPSSホールディングス株式会社

● 事 業 場 所 ： 和歌山県伊都郡九度山町大字河根字辻之内216-4

● 工 事 期 間 ： 2023年1月～2023年6月（予定）

太陽光発電事業計画のお知らせ
ご近隣の皆様方には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

この度、和歌山県伊都郡九度山町大字河根字辻之内216-4にて太陽光発電事業を計画させていただ

きますGPSSホールディングス株式会社と申します。現在、和歌山県及び九度山町と太陽光発電事

業開発の協議をさせていただいております。来年の1月着工を目途に開発を進めております。下記

計画概要のご確認お願いいたします。何かご不明点がございましたら下記連絡先までお願いいた

します。

● 事 業 名 ： 辻ノ内太陽光発電所(発電容量996.3kW）　

事業予定地

https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/
https://gpssgroup.jp/news/


 

 

協議様式第3号                          

 

                                                                    2022年2月21日 

 

協議事項対応報告書 

 

 和歌山県環境生活部環境政策局 

環境生活総務課長 様 

 

報告者 

住 所  （〒105-0014） 

 

    GPSS ホールディングス株式会社 

東京都港区芝二丁目 5 番 10 号芝公園ＮD ビル 6 階 

 

 

氏 名 代表取締役  目 﨑  雅 昭                   

 電話番号 03-6435-2391 

 

 2021年7月30日付けで通知のあった協議事項についての対応内容を報告します。 

記 

 

事前協議申出書受理年月日 2021年 6月 11日 

太陽光発電

事業の名称 

和歌山県伊都郡九度山町太陽光発電所 

事業区域 

所在地 
和歌山県伊都郡九度山町大字河根字辻之内216-4 

 

面 積 9,643㎡ 

太陽光発電

設備 
合計出力 832.5ｋＷ 

対応内容  別紙のとおり 

備考 太陽光発電事業計画の案の原案を添付すること。



 

 

別紙 県庁本庁課室に係る協議事項対応表 

担当部署 協議事項 対応内容 

危機管

理・消防

課  

変電設備及び蓄電池設備を設置する場合には、消防法

及び伊都消防組合火災予防条例等の規定に基づくとと

もに、伊都消防組合消防本部の指導を受け、適切な措

置を講じること。 

伊都消防組合消防本部に手続き確認済。変電

設備設置届出を受変電設備の設置前に提出

し、設置後に消防本部に現地確認をしていた

だきます。 

災害対策

課 

意見なし ― 

地域政策

課 

意見なし 

 

― 

 

環境生活

総務課 

① 和歌山県環境影響評価技術指針に基づき、事業特

性と地域特性を把握した上で、適切に環境影響調

査を実施し、環境影響調査書(案)を協議事項対応

報告書に添付すること。 

② 住民説明会の対象範囲については、説明会の周知

を行うまでに、事業者として説明を行うべき範囲

を検討し、地図等で位置を明らかにした上で、環

境生活総務課と協議すること。 

③ 協議事項対応報告書は、知事あて正本 1 部、副本

6 部提出すること(副本 6 部に事業者控えは含ん

でおりません。)。 

④ 令和 3 年 4 月 1 日に「発電用太陽電池設備に関

する技術基準を定める省令」(令和 3 年経済産業

省令第 29 号)が新たに制定・施行されたので、そ

の内容を確認し、必要に応じて適切な対応を行う

こと。なお、当該技術基準においては、土砂流出

や地盤崩落等への対策、公害等の防止等の基準も

規定されている。 

⑤ 土地利用計画図(パネル配置図)においてフェン

スと発電設備が近接している。電気事業者による

再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措

置法施行規則(平成ニ十四年経済産業省令第四十

六号)第 5 条第 3 号及び事業計画策定ガイドライ

ン(太陽光発電)を確認し、適切な対を行うこと。 

① 和歌山県環境影響評価技術指針に基づ

き、環境影響調査書を作成し、添付いた

します。 

② 住民説明会の対象範囲に関しては九度山

町役場指導のもと自治会と相談、設定

し、県に対して協議いたします。 

③ 承知いたしました。 

④ 発電用太陽電池設備に関する技術基準を

定める省令に従って設計を進めます。 

⑤ 周囲の土地状況により公衆が立ち入る恐

れはないため、構内に取扱者以外の者が

立ち入らないような措置は、原則として

入口門扉のみとし、フェンス等の施設は

行いません。 

造成後に、電気主任技術者立ち会いのも

と、点検の際に転落の恐れがある箇所を

目視で確認し、その箇所には手すり等の

転落を防止する措置を講じます。 

図面上のフェンスラインは、事業範囲の

目安として表記しているに過ぎません。 

この対応方法に関しては経産省に問題な

いことを確認しました。 

自然環境

室 

意見なし ― 

循環型社 意見なし ― 



 

 

会推進課 

廃棄物指

導室 

① 産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正

処理防止に関する条例 

・当該事業区域内で発生した産業廃棄物を、区域外

の100m2以上の土地に保管する場合は、事前に届出が

必要です。( 2に該当する場合を除く。) 

② 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

・当該事業区域内の建設工事に伴い生じた産業廃棄

物を、区域外の300m2以上の土地に保管する場合は、

事前に届出が必要です。 

① 該当しません。すべて区域内で保管して

取集運搬許可業者により最終処分場へ運

搬し処分いたします。 

② 該当しません。すべて区域内で保管して

取集運搬許可業者により最終処分場へ運

搬し処分いたします。 

環境管理

課 

① 工事や事業の実施に伴い、粉じんの飛散防止、騒

音・振動の発生防止に努めてください。また、公

共用水域、地下水及び土壌を汚濁・汚染すること

のないよう十分留意願います。 

② パワーコンディショナー等の附帯設備から発生す

る騒音等により、周辺の生活環境が損なわれるこ

とがないよう設備の仕様・配置等を十分検討する

こと。なお、設備設置後においても、周辺住民か

らの相談等の状況に応じて必要な防音対策を実施

してください。 

③ 3,000㎡以上の土地の形質の変更(切土・掘削、盛

土、造成等)を行う場合は、実施の30日前までに

土壌汚染対策法第4条第1項に基づく一定の規模以

上の土地の形質の変更届出書が必要です。 

① 低騒音型重機の使用や、必要に応じた防

音シートの設置等により、騒音に配慮し

ます。また、区域内の雨水放流部に堰堤

を設け敷地内を調整池・沈砂池とします

ので、濁水の原因となる土砂を沈砂させ

たのち放流することで対処します。 

② パワーコンディショナーや受変電設備は

最寄りの民家から平面的に40～50m程度以

上離れた位置かつ木で遮られた山の上で

の配置を計画しており、騒音に配慮した

配置になっています。 

③ 土壌汚染対策法に基づく一定の規模以上

の土地の形質の変更届出書を12月15日に

提出いたしました。 

農林水産

総務課 

１登記簿上の地目を問わず、農地法に定める農地又は

採草放牧地である土地を本事業の用に供する場合に

は、同法に基づく許可が必要となりますので、九度山

町農業委員会に確認してください。 

２周辺及び下流域に農地がある場合は、その農地に対

して影響を及ぼさないよう必要な防除措置を行ってく

ださい。 

１九度山町農業委員会に農地ではないことを

確認いたしました。 

２下流域に影響がないような形で計画を進め

ます。 

里地・里

山振興室 

・多面的機能支払交付金 

特になし 

ただし、もし事業区域内に農用地があり、交付金を交

付している場合は、原則、減少した対象農用地につい

て遡及返還の対象となりますので御留意願います。 

・中山間地域等直接支払交付金 

特になし 

九度山町農業委員会に農地ではないことを確

認いたしました。 



 

 

ただし、もし事業区域内に農用地があり、交付金を交

付している場合は、原則、減少した対象農用地につい

て遡及返還の対象となりますので御留意願います。 

農業農村

整備課 

意見なし ― 

 

果樹園芸

課 

周辺農地の農作物の栽培に影響を及ほさないよう配慮

してください。 

周辺農地の農作物の栽培に影響を及ほさない

よう配慮した設計で進めます。 

林業振興

課 

本事業地については、地域森林計画対象民有林が存在

します。地域森林計画対象民有林において立木の伐採

または1ヘクタールを超えない開発行為を行う場合

は、地域森林計画対象民有林の範囲・面積を伊都振興

局林務課にて必ず確認の上、伐採を開始する 90日か

ら30日前までに、九度山町長へ「伐採及び伐採後の造

林の届出」の提出等必要な手続の確認をお願いしま

す。 

12月14日に九度山町長へ「伐採及び伐採後の

造林の届出」を提出いたしました。 

森林整備

課 

1. 当該計画地は、地域森林計画対象民有林を含みま

すので、「和歌山県太場光発電事業の実施に関する条

例」の事業計画の案を作成するにあたっては、森林の

造成行為について、伊都振興局林務課と必要な協議を

行ってください。 

2. 開発に係る地域森林計画対象民有林の範囲、面積

等については、必ず伊都振興局林務課に確認をとって

ください。 

3. 開発に係る地域森林計画対象民有林が1haを超え

る場合には、森林法に基づく林地開発許可の手続きが

必要となりますので、伊都振興局林務課と必要な協議

を行ってください。 

1．伊都振興局林務課に伐採届出を提出するよ

うに指示を受けました。12月14日に九度山町

長へ「伐採及び伐採後の造林の届出」を提出

いたしました。 

2．九度山町産業振興課林政係中岸様に事業地

の全面積が民有林に該当することを確認いた

しました。事業範囲は9643㎡です。 

3．開発に係る地域森林計画対象民有林は1ha

を超えません。 

資源管理

課 

(和歌山県漁業調整規則第44条) 

(漁業法第195条) 

① 事業の実施により水産動植物に被害を及ほさない

ように措置すること。 

② 申請地周辺の河川には漁業権が設定されているた

め、権利内容に影響を及ぼすと判断される場合に

は、権利者の理解を得ること。 

③ 万一、漁業に被害が生じたとき及び事業実施によ

り発生する諸問題については、当事者において責

任をもって解決すること。 

① 事業の実施により水産動植物に被害を及

ほさないように設計いたします。 

② 玉川漁協の理事会に参加をさせて頂き、

組合員の皆様に事業内容のご説明させて

頂きました。 害が生じたとき及び事業実

施により発生する諸問題については弊社

が責任を持って対応いたします。 

③ 万一、漁業に被害が生じたとき及び事業

実施により発生する諸問題については、

責任をもって解決いたします。 

技術調査 ・特定建設資材を使用する場合は、工事規模により ・建設リサイクル法の届出を工事着手7日まで



 

 

課 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建

設リサイクル法)」に基づき、工事に着手する7日前ま

でに届出が必要です。 

・1件あたり5 0 0万円以上の工事を請負により施工す

る場合は、建設業許可を有する業者に請け負わせる必

要があります。 

に提出いたします。 

・500万円以上の工事を請負により施工する予

定があるため、建設業許可を有する業者を選

定して工事を請け負わせます。 

砂防課 ・事業計画区域内には、砂防指定地、急傾斜地崩壊危

険区域、地すべり防止区域、土砂災害警成区域、土砂

災害特別警戒区域は含まれていません。 

・土地の造成等により発生する土砂を事業区域外へ搬

出する場合、搬出量、搬出期間、搬出目的によって

は、採石法上の採石業となり、採石法第32条に基づく

登録、採石法第33条に基づく採取計画の認可が必要と

なることがあるため、事前に協議願います。 

・承知いたしました。 

・採石法は該当しません。区域内の掘削土

（切土）は場内埋戻しに転用いたします。 

道路保全

課 

( 1 )必要な法令手続等 

・特になし 

( 2 )防災面、安全面、環境面、景観面等で検討すべ

き事項 

・特になし 

― 

 

河川課 開発に伴い、水害防止の観点から下流河川に影響を与

えないようにすること。 

必要に応じて、適切な防災措置を講じること。 

事業地範囲の水下（南西部）に高さ60cmの防

災小堤を施工し、オンサイトにて排水をしま

す。したがって南西にある下流の丹生川には

水害的影響がないよう計画をしています。 

都市政策

課 

(宅地造成

等規制法

関係) 

 (景観) 

①今回の事業が、宅地造成等規制法第2条第2号に規定

する宅地造成に該当する場合は、条例第11条第1項第4

号の規定による認定の基準に適合する必要がありま

す。詳細は、伊都振興局建設部総務調整課にお問い合

わせください。 

②今回の事業は、和歌山県景観計画による制限の対象

となることから、条例第11条第1項第10号の規定によ

り、当該景観計画に適合させる必要があります。つい

ては、条例第3条に基づく太陽光発電事業計画の作成

にあたっては、和歌山県景観計画及び太陽光発電施設

の設置に関する景観カイドラインに則し、特に下記の

点について配慮してください。 

・周辺地域からの事業地の見え方を整理の上、必要な

措置(パネルの配置、フレームの色彩、緑化、目隠し

等)を検討のこと。 

① 宅地造成に該当しません。景観届出の提

出にて対応いたします。 

② 和歌山県景観計画及び太陽光発電施設の

設置に関する景観カイドラインに則し、

景観法の届出を12月14日に提出いたしま

した。 



 

 

・完成予想図は、事業地周辺で不特定多数の人が望見

できる場所からのパース図もしくはフォトモンタージ

ュを作成すること。 

詳細は、都市政策課にお問い合わせください。 

文化遺産

課 

意見なし 

なお、事業予定地は県指定文化財(名勝)「玉川峡」の

近接地であることから、事業の実施にあたっては、名

勝景観及び環境に十分配慮頂きますようお願いしま

す。 

名勝景観及び環境に十分配慮するように事業

を進めます。 

 

 

  



 

 

別紙 伊都振興局に係る協議事項対応表 

健康福祉部 

衛生環境課 

① 3,000㎡以上の土地に土砂を事業区域外から搬

入し、埋め立てを行う場合は、「産業廃棄物

の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防

止に関する条例」の特定事業に該当し、許可

を要します。土砂の扱いについて確認の上、

事前に協議ください。 

② 3,000㎡以上の土地の形質変更(切り土及び盛

り土、舗装を含む。) を行う場合は、「土壌

汚染対策法」第4条に基づく届出が必要です。 

③ 土砂等の埋立等を行う場合は、「産業廃棄物

の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防

止に関する条例」第18条に基づき、土砂等が

崩落し、飛散し、又は流出しないように必要

な措置を講じてください。 

④ 工事騒音や、パワーコンディショナー等の騒

音に十分注意してください。 

⑤ 雨による土砂の流出防止に注意してくださ

い。 

⑥ 雑草の管理を行い、害虫の発生防止に努めて

ください。 

⑦ 工事に伴い発生する廃棄物については、適正

に処理してください。 

⑧ ダンプ等の車両の通行による騒音・振動に留

意ください。 

⑨ タイヤ洗い場等を設け、適正管理するととも

に、粉じん発生等の防止に努めてください。 

⑩ 事業計画段階から地域住民と適切なコミュニ

ケーションを図り、地域住民に十分配慮して

事業を実施してください。 

① 3,000㎡以上の土地に土砂を事業区域外から

搬入し、埋め立てを行わない計画になってお

ります。 

② 土壌汚染対策法の届出を12月15日に提出いた

しました。 

③ 架台下の盛土は砕石で行うため、崩落・飛散

はしません。その他は窪地を平地にするため

の埋戻しをする程度なので、その部分も崩

落・飛散の危険はありません。また、区域内

を小堤等で囲ったオンサイトの調整池とする

ため、土砂の流出はしません。 

④ 岩掘削（ブレーカー掘削）を計画しているた

め、低騒音型重機の使用や、必要に応じた防

音シートの設置等により、騒音に配慮しま

す。パワーコンディショナーや受変電設備は

最寄りの民家から平面的に40～50m程度以上

離れた位置かつ木で遮られた山の上での配置

を計画しており、騒音に配慮した配置になっ

ています。詳細は環境影響評価書をご参照く

ださい。 

⑤ もともと雨で地盤が削れるような軟弱地盤で

はありませんが、万が一に備えて事業境界の

水下に高さ60cmの防災小堤を計画して土砂を

堰き止めます。 

⑥ 年に複数回のメンテナンスで除草作業を行い

ます。 

⑦ 排出事業者はGPSSエンジニアリング株式会社

とし、収集運搬者及び最終処分場許可業者に

それぞれ産廃契約後に依頼して適正に処理し

ます。詳細は環境影響評価書をご参照くださ

い。 

⑧ 運搬車両については過積載禁止を徹底し、警

備員の配置により適切に交通整理・誘導しま

す。 

⑨ 警備員配置により前面公道部分の清掃を徹底

します。 

⑩ 地域住民に十分配慮して事業を進めます。 



 

 

農林水産振

興部 農業

水産振興課  

事業の実施により水産動植物に被害を及ぼさない

ように措置すること。 

水産動植物に被害を及ぼさないような事業計画で

進めさせていただきます。 

農林水産振

興部 林務課 

・本計画箇所は、森林法第5条の地域森林計画対象

民有林区域となっています。 

また、県道から当該計画箇所への進入ルートも地

域森林計画対象民有林区域に含まれています。 

事業区域が1 haを超える場合は、森林法第10条の2

における開発行為にあたり和歌山県知事の許可が

必要となりますので、進入ルートを含む事業区域

の設定範囲について、伊都振興局林務課と事前に

協議して下さい。 

 

 

進入路を含めて、事業区域は1haを超えません。 

農林水産振

興部 農地課 

登記簿上の地目を問わす、農地法に定める農地又

は牧草放牧地である土地を本事業の用に供する場

合は、同法に基づく許可が必要となりますので、

九度山町農業委員会へ確認して下さい。 

九度山町農業委員会に農地ではないことを確認い

たしました。 

建設部 総

務調整課 

建築グルー

プ 

・高さが13mを超える場合、または建築面積1 ,000

㎡を超える場合は、県条例に基づき景観届が必要

です。 

・建設リサイクル届対象工事の場合、法第10条に

基づく届出が必要です。 

・パネル下または架台内で屋内用途が発生する場

合、建築基準法第6条にかかる手続きが必要です。 

・構造計算につきまして、地表面粗度については

Ⅲで計算願います。 

・景観法の届出を12月14日に提出いたしました。 

・建設リサイクル法の届出を工事着手7日までに

提出いたします。 

・パネル下または架台内で屋内用途はありませ

ん。 

・計画地が都市計画区域外であるため、構造計算

基準Ⅱに従って安全側に設計を進めます。 

 

 

  



 

 

別紙 九度山町に係る協議事項対応表 

総務課 ・造成後において、災害が発生することがないよ

う、適切な維持管理を行うこと。 

・災害が発生することがないよう、適切な維持

管理に努めます。 

産業振興

課 

・地目が山林であるため、伐採及び伐採後の造林の

届出書が必要となります。(ただし、10,000㎡以上

の山林開発の場合は、林地開発の許可(県許可)が必

要となります。 

事業区域は進入路を含めて1ha以下です。12月14

日に九度山町長へ「伐採及び伐採後の造林の届

出」を提出いたしました。 

税務課 ・設置完了翌年より、固定資産(償却)の対象のため

申告が必要となります。 

設置完了翌年より申告を行います。 

建設課 ・土地の区画形質の変更を行う場合は、「九度山町

土地開発行為の適正化に関する条例」に基づき、開

発行為協議書(1,000㎡)が必要です。 

・太陽光発電所の設置工事に伴い工事車両が出入り

する際は、進入路にガードマンを配置し、交通の安

全に努めること。また、県道が土砂等で汚れないよ

う清掃等を励行すること。 

・「九度山町土地開発行為の適正化に関する条

例」に基づき、手続きを行います。 

・警備員を配置し、前面公道部分の清掃を徹底

します。 

 

上下水道

課 

・造成時における河川への濁水侵入の対処を考慮し

てください。 

 

 

区域内の雨水放流部に堰堤を設け敷地内を調整

池・沈砂池としますので、濁水の原因となる土

砂を沈砂させたのち放流することで対処しま

す。 

住民課 ・住環境(主に南側)に与える影響について考慮して

ください。 

住環境に与える影響について検討した上事業を

進めます。 

 



 
 

協議様式第3号                          

 

                                                                    2022年8月9日 

 

協議事項対応報告書 

 

 和歌山県環境生活部環境政策局 

環境生活総務課長 様 

 

報告者 

住 所  （〒105-0014） 

 

    GPSS ホールディングス株式会社 

東京都港区芝二丁目 5 番 10 号芝公園ＮD ビル 6 階 

 

 

氏 名 代表取締役  目 﨑  雅 昭                   

 電話番号 03-6435-2391 

 

 2022年6月1日付けで通知のあった協議事項についての対応内容を報告します。 

記 

 

事前協議申出書受理年月日 2021 年 6 月 11 日 

太陽光発電

事業の名称 

和歌山県伊都郡九度山町太陽光発電所 

事業区域 

所在地 
和歌山県伊都郡九度山町大字河根字辻之内216-4 

 

面 積 9,926㎡ 

太陽光発電

設備 
合計出力 832.5ｋＷ 

対応内容  別紙のとおり 

備考 太陽光発電事業計画の案の原案を添付すること。



 
 

別紙 県庁本庁課室に係る協議事項対応表 

＜県庁本庁課室＞ 

担当部署 協議事項 対応内容 

環境生活

総務課 

・協議事項対応報告書は、知事あて正本１部、副本 6部

提出すること（副本 6 部に事業者控えは含んでおりま

せん）。なお、添付書類は変更のあるもののみを提出す

ることで差し支えありません。 

承知いたしました。 

森林整備

課 

令和3年7月30日付け環生第04050003号の6で通知され

た、協議事項通知書内の当課協議事項の１～３につい

て対応していない。 

 

（参考：協議事項） 

１． 当該計画地は、地域森林計画対象民有林を含み

ますので、「和歌山県太陽光発電事業の実施に関する

条例」の事業計画の案を作成するにあたっては、森林

の造成行為について、伊都振興局林務課と必要な協議

を行ってください。 

 

２． 開発に係る地域森林計画対象民有林の範囲、面

積等については、必ず伊都振興局林務課に確認をとっ

てください。 

 

３． 開発に係る地域森林計画対象民有林が１haを超

える場合には、森林法に基づく林地開発許可の手続き

が必要となりますので、伊都振興局林務課と必要な協

議を行ってください。 

1．伊都振興局林務課に、防災対策の資料を提

出し、協議が完了しました。 

 

2．および 3．伊都振興局林務課へ事業区域

図を提出し、開発に係る地域森林計画対象民

有林区域が１ｈａを越えていないことを確認

しました。 

 

都市政策

課 

 

・宅地造成等規制法第２条第２号で、宅地造成とは

「宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において

行う土地の形状の変更で政令で定めるものをいう。」

と記載があり、さらに、宅地造成等規制法施行令第３

条第４号には、「切土又は盛土をする土地の面積が

500 ㎡を超えるもの」と記載があります。今回の申請

については、提出いただいている造成計画図から盛土

面積が500 ㎡を超えることから、宅地造成に該当しま

す。したがって、和歌山県太陽光発電事業の実施に関

する条例第１１条第１項第４号の規定による認定の基

準に適合する必要があります。つきましては、伊都振

興局建設部総務調整課にて協議を行い、審査を受けて

伊都振興局の建設部および都市政策課と協議

した結果、崖に該当する箇所はないと判断さ

れました。また、擁壁や特殊材料による構造

物は計画していません。 

排水計画や造成計画については、和歌山県太

陽光発電事業の実施に関する条例に基づき、

林地開発許可申請の手引き（平成30年5月）を

参照して計画地の降雨強度に対して適切に排

水設備を設計し、協議の上建設部に提出して

います。オンサイト調整池水下の小堤盛土に

ついても、林務課と協議の上、円弧滑りの安

定計算を行って安全性を確認し、排水機能を



 
 

ください。 果たすに十分な計画としています。 

 

道路側溝への排水に関して伊都振興局建設部 

管理保全課の小松様と協議を行い、計画に関

して承諾をもらいました。 

 

＜伊都振興局＞ 

農林水産振

興部 林務課 

・森林整備課の協議事項１及び2については、協議

及び確認が未完了となっています。 

 

（参考：森林整備課協議事項） 

１． 当該計画地は、地域森林計画対象民有林を

含みますので、「和歌山県太陽光発電事業の実施

に関する条例」の事業計画の案を作成するにあた

っては、森林の造成行為について、伊都振興局林

務課と必要な協議を行ってください。 

 

２． 開発に係る地域森林計画対象民有林の範

囲、面積等については、必ず伊都振興局林務課に

確認をとってください。 

1．伊都振興局林務課に、防災対策の資料を提出

し、協議が完了しました。 

 

2．伊都振興局林務課へ事業区域図を提出し、開

発に係る地域森林計画対象民有林区 

 域が１ｈａを越えていないことを確認しまし

た。 

 

農林水産振

興部 農地課 

周辺及び下流域に農地がある場合は、その農地に

対して影響を及ぼさないよう必要な防除措置を行

ってください。 

承知しました。排水計算に基づき現状の雨水・土

砂の排出量を超えないように調整池を設置して事

業を行ってまいります。なお、九度山町農業委員

会から安田島土地改良区への説明を行うよう指示

があり、令和3年10月に安田島土地改良区の役員

会にて説明実施済みです。 

 

 







































































参考様式 
 

協議事項対応報告書からの変更概要説明書（再協議事項対応報告書に係る提出書面一覧表） 
 

事業名称： 和歌山県伊都郡九度山町太陽光発電所    

 
備考 

 

 

再協議事項対応報告書に係る提出書面の種類 
提出
の 

有無 

協議事項対応
報告書からの
変更の有無 

変更概要・備考 

協議事項対応報告書（協議様式第３号） 有   

太陽光発電事業計画（別記第１号様式） 無 無  

位置図 無 無  

求積図 無 無  

現況図 無 無  

土地利用計画図 無 無  

造成計画平面図 無 無  

造成計画断面図 無 無  

崖の断面図 無 無  

排水施設計画平面図 無 無  

太陽電池(ﾊﾟﾈ
ﾙ )の支持物の
構造強度に関
する書面  

構造の詳細を記載した図面 無 無  

構造計算書 無 無  

基礎及び地盤に関する説明書  無 無  

設置予定の太陽電池（パネル）の仕様が分か
る資料(カタログ等) 

無 無  

太陽光発電設備（フレーム・架台・付属施設
等）の色彩が分かる資料 

無 無  

完成予想図(パース図、フォトモンタージュ
等) 

無 無  

事業区域及びその周辺の現況写真 無 無  

環境影響調査書案 無 無  

事業区域に係る土地の所有権その他の使用の
権原について説明した書面 

無 無  

法人登記簿謄本（事業者が法人の場合）又は
住民票（事業者が個人の場合） 

無 無  

FIT 法に基づく認定通知書の写し等 無 無  

その他書面（株主名簿、森林の面積が確認で
きる図面             ） 

無 無  

その他書面（流域図、オンサイト調整池貯留
範囲図、雨水排水計画） 

有 有 

事業範囲の微修正変
更に伴う、造成区域や
森林区域等面積の変
更 

その他書面（小堤安定計算、九度山辻ノ内太
陽光発電所設置工事 盛土改良材 配合試験、
切り土標準断面図_220603、排水施設構造
図） 

有 追加  




	①-1New　Solar-1 太陽光発電所事業計画
	①-2　別紙_株主名簿_20220331_HD（倉田さん住所変更反映） 
	①-3　別紙_役員名簿
	①-4　別紙_建設工事計画工程220913
	1. Business plan related documents
	太陽光発電事業計画認定申請書_20221004
	②-1.実施証明書
	②-3.戸別配布資料（回覧板）

	⑰1　★協議様式第3号：協議事項対応報告書
	⑰2　 kyogi-3 九度山町辻之内太陽光発電所_再協議事項通知書への対応報告220802
	⑱　協議終了通知書
	⑮-1　土地売買契約書_九度山町GPSSHD_公表用
	⑮-2　全部事項証明書（法務局）
	⑮-3　公図（法務局）
	⑲　GPSSホールディングス株式会社_定款
	⑲　GPSSホールディングス株式会社_謄本20220906
	⑬　変更概要説明書0830
	⑳　誓約書（写し）



